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(54)【発明の名称】 内視鏡の先端部

(57)【要約】
【課題】照明光源として挿入部の先端に内蔵された発光
ダイオードを、内視鏡の挿入部を太くすることなく効果
的に冷却することができる内視鏡の先端部を提供するこ
と。
【解決手段】発光ダイオード２０を囲んで熱伝導性のよ
い高伝熱部材１７を配置すると共に、挿入部１の先端に
設けられた観察窓１１の表面に向かって吹き付けられる
流体が通過する流体通過路１８を、高伝熱部材１７に形
成した。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】挿入部の先端に設けられた照明窓内に発光
ダイオードを配置して、上記発光ダイオードから放射さ
れる光により被写体を照明するようにした内視鏡の先端
部において、
上記発光ダイオードを囲んで熱伝導性のよい高伝熱部材
を配置すると共に、上記挿入部の先端に設けられた観察
窓の表面に向かって吹き付けられる流体が通過する流体
通過路を、上記高伝熱部材に形成したことを特徴とする
内視鏡の先端部。
【請求項２】上記高伝熱部材が上記挿入部の先端部分の
外表面に露出しないように、上記挿入部の先端部分の外
表面が熱伝導性の悪い部材によって形成されている請求
項１記載の内視鏡の先端部。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、照明光源として
発光ダイオードが挿入部の先端に内蔵された内視鏡の先
端部に関する。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡においては、挿入部外に配置され
た光源ランプから放射された光を、挿入部内に挿通され
たライトガイドファイババンドルによって伝達する構成
が一般的であるが、照明光源として挿入部の先端に発光
ダイオードを内蔵させて、装置の簡素化を図ったものが
ある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかし、発光ダイオー
ドが内視鏡の挿入部内という狭くて放熱性のよくない環
境下で連続点灯されると、発光ダイオードの温度が上昇
し、その結果として、発光ダイオードの発光効率が低下
して暗くなったり寿命が著しく短くなってしまう問題が
生じる。
【０００４】そこで、例えば挿入部外から冷却用の空気
又は水等を循環させて発光ダイオードを冷却することが
考えられるが、発光ダイオードを冷却するための配管を
挿入部内に挿通配置すると、挿入部の外径サイズが太く
なって、内視鏡検査を受ける人に与える苦痛を増大させ
てしまう。
【０００５】そこで本発明は、照明光源として挿入部の
先端に内蔵された発光ダイオードを、内視鏡の挿入部を
太くすることなく効果的に冷却することができる内視鏡
の先端部を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の内視鏡の先端部は、挿入部の先端に設けら
れた照明窓内に発光ダイオードを配置して、発光ダイオ
ードから放射される光により被写体を照明するようにし
た内視鏡の先端部において、発光ダイオードを囲んで熱
伝導性のよい高伝熱部材を配置すると共に、挿入部の先
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端に設けられた観察窓の表面に向かって吹き付けられる
流体が通過する流体通過路を、高伝熱部材に形成したも
のである。
【０００７】なお、高伝熱部材が挿入部の先端部分の外
表面に露出しないように、挿入部の先端部分の外表面を
熱伝導性の悪い部材によって形成すれば、高伝熱部材の
温度上昇に起因する体内粘膜面の火傷等が発生しない。
【０００８】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図２は内視鏡の全体構成を示しており、可撓
管状の挿入部１の先端に対物光学系等が内蔵されてい
て、観察対象となる被写体１００に対して照明光が照射
される。
【０００９】挿入部１の基端に連結された操作部３に
は、挿入部１の先端に内蔵された後述する照明用の発光
ダイオードに駆動電力を供給するための電池パック６
が、着脱自在に取り付けられている。
【００１０】４及び５は、送気送水及び吸引の各操作を
行うための操作弁である。また、７及び８は、外部に設
けられた吸引装置と送気送水装置であり、各々に接続さ
れたチューブが操作部３に対して着脱自在に接続されて
いる。
【００１１】図３は挿入部１の先端面を示しており、電
気絶縁性であって熱伝導性の悪いプラスチック材からな
る先端部本体１０の端面に、観察窓１１、照明窓１２、
送気ノズル１３、送水ノズル１４及び処置具突出口１５
が配置されている。
【００１２】観察窓１１の内部には対物光学系（図示せ
ず）が配置されており、対物光学系により結像された被
写体１００の像が、イメージガイドファイババンドル等
によって伝送されるようになっている。
【００１３】送水ノズル１４と送気ノズル１３は、観察
窓１１の表面に開口を向けて先端部本体１０の端面から
突設されており、観察窓１１の表面に向けて水と空気を
噴出させて観察窓１１の表面の汚れを洗浄することがで
きる。
【００１４】図１は、送水ノズル１４と照明窓１２の各
々の中心を通る断面における挿入部１の先端部分の側面
断面図であり、照明窓１２に装着された凹レンズの内側
に白色光を発する発光ダイオード２０が配置され、その
後方の挿入部１内に電線２１が引き通されている。
【００１５】発光ダイオード２０は、先端部本体１０に
直接取り付けられているのではなく、IV－IV断面を図示
する図４に示されるように、例えば銅、アルミニウム、
又はそれらの合金材等のような熱伝導性のよい金属材料
からなる高伝熱部材１７に、発光部の外周面が囲まれる
状態に支持されている。図４において、２３はイメージ
ガイドファイババンドル、２４は送気通路孔、２５は処
置具挿通チャンネルである。
【００１６】高伝熱部材１７は、先端部本体１０に形成



(3) 特開２００２－１７７１９７

10

20

30

3
された孔にピッタリと嵌め込まれて固着されており、挿
入部１の先端部分の外表面に高伝熱部材１７が露出しな
いよう、高伝熱部材１７の外表面側に位置する部分は全
て先端部本体１０によって形成されている。
【００１７】そして、送気送水装置８から送られてくる
水が通る送水チューブ１９の先端が高伝熱部材１７に後
方から接続固着されていて、この送水チューブ１９と送
水ノズル１４との間を接続する送水通路孔１８（流体通
過路）が高伝熱部材１７に穿設されている。
【００１８】このように構成された実施例の内視鏡の先
端部においては、発光ダイオード２０から放射される照
明光が照明窓１２を通って被写体１００に照射される。
そして、観察窓１１の表面を洗浄する必要に応じて、操
作部３に配置された操作弁４で送水操作を行うことによ
り、外部の送気送水装置８から送られてきた水が送水通
路孔１８を通って送水ノズル１４から観察窓１１の表面
に向けて噴出される。
【００１９】したがって、点灯状態にある発光ダイオー
ド２０から発生する熱が、高伝熱部材１７を通って送水
通路孔１８内を通過する水に伝導されて外部へ排出さ
れ、その結果、発光ダイオード２０が冷却される。
【００２０】また、高伝熱部材１７が挿入部１の先端部
分の外表面に露出しておらず、熱伝導性の悪い材料から
なる先端部本体１０が露出しているので、高伝熱部材１
７の温度上昇に起因する体内粘膜面の火傷等が発生しな
い。
【００２１】なお、本発明は上記実施例に限定されるも
のではなく、例えば送気ノズル１３に通じる送気通路孔
を高伝熱部材１７に穿設して、発光ダイオード２０を空
冷によって冷却してもよい。また、図５に示される第２
の実施例のように、前後に二分割された先端部本体１
０，１０′の間に高伝熱部材１７をサンドイッチ状に配
置してもよい。
【００２２】 *
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*【発明の効果】本発明によれば、発光ダイオードを囲ん
で熱伝導性のよい高伝熱部材を配置すると共に、挿入部
の先端に設けられた観察窓の表面に向かって吹き付けら
れる流体が通過する流体通過路を高伝熱部材に形成した
ことにより、発光ダイオードから発生する熱が高伝熱部
材を通って流体通過路内を通過する流体に伝導されて外
部へ排出され、その結果、照明光源として挿入部先端に
内蔵された発光ダイオードが冷却され、発光効率と寿命
の低下を抑制することができる。
【００２３】そして、観察窓の表面に向かって流体を吹
き付けるための構成は一般の内視鏡には必ず必要なもの
であるから、内視鏡の挿入部を太くすることなく発光ダ
イオードの冷却を効果的に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例の内視鏡の先端部の側面
断面図である。
【図２】本発明の第１の実施例の内視鏡装置の全体構成
を示す外観図である。
【図３】本発明の第１の実施例の内視鏡の先端部の正面
図である。
【図４】本発明の第１の実施例の内視鏡の先端部の図１
におけるIV－IV断面図である。
【図５】本発明の第２の実施例の内視鏡の先端部の側面
断面図である。
【符号の説明】
１  挿入部
１０  先端部本体
１１  観察窓
１２  照明窓
１４  送水ノズル
１７  高伝熱部材
１８  送水通路孔（流体通過路）
２０  発光ダイオード

【図１】 【図３】 【図４】
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